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こ
れ
ま
で
自
然
保
護
関
係
機
関
誌
に
向
け
、
何
回
か
千

歳
川
頭
首
工
を
取
り
上
げ
て
報
告
、
投
稿
を
行

っ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ

「頭
首
工
と
は
何
の
事
?
」
と
思

わ
れ
る
方
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
改
め
て
、
頭
首
工
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
、
頭
首
工
と
は
、
農
業
用
水
を
河
川

等
か
ら
取
水
す
る
施
設
の
こ
と
で
、

一
般
に
河
川
の
流
れ

を
横
断
す
る
取
水
堰
と
取
水
口
か
ら
構
成
さ
れ
る
施
設
の

名
称
で
す
。

さ
て
、
平
成
十
五
年
夏
ご
ろ
、
巷
間
で
千
歳
川
の
蘭
越

地
区
付
近
で
大
規
模
な
土
木
工
事
が
始
ま
る
よ
う
だ
と
の

噂
が
さ
さ
や
か
れ
始
め
た
。
工
事
の
目
的
内
容
は
全
く
不

明
、
し
か
し
、
工
事
の
規
模
は
数
十
億
円
に
な
る
と
も
言

わ
れ
て
い
て
、
本
当
だ
と
し
た
ら
工
事
に
よ
る
自
然
破
壊

は
計
り
知
れ
な
い
事
に
な
る
。
そ
の
後
、
平
成
十
五
年
十

二
月
に
な
っ
て
、
南
長
沼
土
地
改
良
区
か
ら
正
式
に
、
自

ら
が
管
理
す
る
千
歳
川
頭
首
工
の
改
築
工
事
を
行
う
事
を

発
表
し
た
。
こ
れ
で
千
歳
川
の
工
事
と
い
う
の
は
頭
首
工

の
工
事
で
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
た
。

発
表
は
住
民
説
明
会
と
い
う
形
で
行
わ
れ
、
説
明
は
事

業
主
体
者

(南
長
沼
土
地
改
良
区
)
に
よ
り
淡
々
と
進
め

ら
れ
、
頭
首
工
は
農
地

へ
灌
概
用
水
を
供
給
す
る
食
料
生

産
に
必
要
な
施
設
で
あ
り
、
用
水
の
安
定
供
給
と
施
設
の

安
全
性
を
維
持
す
る
た
め
の
改
築
を
行
う
も
の
で
、
工
事

に
つ
い
て
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
と
い
う
も
の
で
あ

っ

た
。説

明
会
に
は
多
数
の
市
民
、
各
種
の
団
体
関
係
者
が
出

席
し
、
説
明
を
聞
き
、
食
料
生
産
に
必
要
な
施
設
の
改
築

に
、
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
工
事
区
域
は
平
成
十

五
年
七
月
に
、
千
歳
市
の
環
境
条
例
に
て

「第

一
種
自
然

環
境
保
全
地
区
」
に
指
定
さ
れ
た
ば
か
り
の
地
域
で
あ
り
、

工
事
に
よ
る
自
然

・
環
境
破
壊

へ
の
配
慮
が
無
い
と
の
質

問
、
自
然

・
環
境
保
全
の
要
望
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
事

業
主
体
者
は
、
ご
理
解
を
お
願

い
し
ま
す
と
言
う
ば
か
り

で
、
説
明
会
は
終
了
し
た
。

こ
こ
ま
で
は
、
頭
首
工
と
頭
首
工
の
改
築
工
事
発
表
ま

で
の
概
要
を
書

い
て
き
た
が
、
こ
の
先
は
各
論
に
つ
い
て

記
述
す
る
。

頭
首

工
改
築

の
目
的

(平
成
十
五
年
十
二
月

説
明
会

資
料
よ
り
)

頭
首
工
は
建
設
か
ら
約
八
十
年
、
改
築
補
修
後
も
四
十

年
以
上
の
年
数
が
経
過
し
、
頭
首
工
施
設
全
体
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
磨
耗
、
損
傷
が
著
し
く
、
土
砂
吐
や
取
水
口
の

扉
体
、
巻
上
機
等
の
金
物
類
の
腐
食
、
錆
な
ど
も
進
行
し
、

取
水
施
設
と
し
て
の
機
能
低
下
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
頭
首
工
の
全
体
改
築
を
実
施
し
、
河
川
構

造
物
及
び
農
業
用
水
取
水
施
設
と
し
て
の
機
能
回
復
を
図

り
、
長
沼
町
の
農
地
に
灌
概
用
水
を
安
定
供
給
す
る
も
の

で
あ
る
。

改
築
頭
首

工
の
位
置
及
び
型
式

(平
成
十
五
年
十
二
月

説
明
会
資
料
よ
り
)

*
築
造
位
置
の
決
定

本
頭
首
工
は
既
設
頭
首
工
の
改
築
で
あ
り
、
築
造
位
置

の
選
定
に
は
次
の
条
件
を
考
慮
し
て
い
る
。

①

農
業
用
水

の
取
水
に
必
要
な
水
位
が
確
保
で
き
る

位
置
。

②

既
設
頭
首
工
の
機
能
を
確
保
し
な
が
ら
改
築
工
事

が
で
き
る
位
置
で
あ
る
こ
と
。

③

他
の
河
川
管
理
施
設
や
工
作
物
に
影
響
を
与
え
な

い
位
置
で
あ
る
こ
と
。

④

河
川
が
直
線
区
間
で
現
況
の
ミ
オ
筋

(流
路
)
を

変
化
さ
せ
な
い
こ
と
及
び
洪
水
に
よ
る
河
床
変
動
の

少
な
い
位
置
で
あ
る
こ
と
。
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な
お
、
頭
首
工
の
築
造
位
置
は
、
既
設
頭
首
工
地
点
が

導
水
路
の
増
減
が
無
く
最
も
有
利
で
あ
る
が
、
本
工
事
は

落
水
後
次
年
の
か
ん
が
い
開
始
ま
で
の
短
期
間
で
完
了
す

る
こ
と
が
困
難
で
、
既
設
頭
首
工
地
点
を
築
造
位
置
と
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
次
の
事
由
に
よ
り

「既
設
頭
首
工
上
流
二
〇
〇

m
」
を
築
造
位
置

に
選
定
し

た
。①

既
設
頭
首
工
の
上
流
部
は
、
河
川
が
直
線
に
な

っ

て
い
る
た
め
、
現
況
河
川
の
ミ
オ
筋

(流
路
)
や
河

床
を
大
き
く
変
化
さ
せ
な
い
。

②

上
流
部
に
は
他
の
河
川
工
作
物
が
無
い
た
め
、
改

築
に
よ
る
他
の
施
設

へ
の
影
響
が
な
い
。

③

現
河
道
が
右
岸
寄
り
を
流
下
し
て
い
る
た
め
、
右

岸
取
水
に
適
し
て
い
る
。

*
頭
首
工
の
形
式

頭
首
工
の
形
式
に
は

「可
動
堰
」
及
び

「固
定
堰
」
が

あ
る
。
河
川
管
理
施
設
等
構
造
令

に
よ
る
と

「固
定
堰
」

を
認
め
る
条
件
は
、
山
間
狭
窄
部
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
他

河
川

の
状
況
、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
治
水
上

の
支
障
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
河
床
の
状
況
に
よ
り
流
下
断

面
内

に
設
け
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場

合

に
お
い
て
、
治
水
上
の
機
能
確
保
の
た
め
適
切
と
認
め

ら
れ
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
で
あ
る
。
(河
川
管
理
施
設
等

構
造
令
第
三
十
七
条
:
流
下
断
面
と
の
関
係
)

本
頭
首
工
の
築
造
位
置
の
周
辺
に
は
、
耕
地
及
び
住
宅

等
が
あ
り
ま
た
上
流
部
に
は
橋
梁
が
あ
る
こ
と
よ
り

「固

定
堰
」
設
置
は
困
難
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
本
頭
首
工
の
形
式
は

「全
可
動
堰
」
と

す
る
。

千
歳
川
頭
首
工
の
位
置
と
周
囲
の
環
境

千
歳
川
頭
首
工
は
、
南
長
沼
幹
線
路
の
取
水
源
と
し
て

千
歳
市
蘭
越
に
昭
和
二
年

(
】
九
二
七
)
に
築
造
さ
れ
、

そ
の
後
、
昭
和
三
十
七
年

(
一
九
六
二
)

一
部
改
修
し
現

在
に
至

っ
て
い
る
。
蘭
越
地
区
は
千
歳
の
中
心
部
か
ら
支

笏
湖
に
向
か
う
位
置
の
市
街
地
で
あ
る
。

市
街
地
で
あ
り
な
が
ら
蘭
越
地
区
の
自
然
環
境
は
、
次

世
代
に
引
き
継
ぐ
価
値
の
あ
る
も
の
で
、将
来
に
向
け
て
、

自
然
環
境
を
保
全
す
る
方
策
を
訴
え
る
市
民
の
声
が
上
が

り
、
こ
れ
を
受
け
た
千
歳
市
は
自
然
環
境
保
全
を
条
例
化

す
る
た
め
、
行
政
を
中
心
に
広
く
市
民
団
体
か
ら
も
委
員

を
募
り
、
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
条
例
制
定
の
会
議
を
重

ね
、
平
成
十
五
年
七
月
に
自
然
環
境
保
全
条
例
を
制
定
し

た
、
こ
の
条
例
の
中
心
地
区
と
し
て
、
蘭
越
地
区
は

「第

一
種
自
然
環
境
保
全
地
区
」
に
指
定
さ
れ
た
。

蘭
越
地
区
の
自
然
が
是
ほ
ど
ま
で
保
全
さ
れ
て
き
た
の

は
、千
歳
川
の
右
岸
側
の
河
畔
林
が
保
安
林
に
指
定
さ
れ
、

人
の
手
が
殆
ん
ど
入
ら
な
か
っ
た
事
が
保
全
に
繋
が
っ
た

も
の
で
あ
る
。

説
明
会
に
お
け
る
市
民
側

の
反
応

頭
首
工
の
改
築
に
つ
い
て
は
、
市
民
の
目
で
見
て
も
、

施
設
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
が
経
年
劣
化
し
コ
ン
ク

リ
ー
ト
が
剥
が
れ
中

の
鉄
筋
が
露
出
し
て
い
る
状
態
に

な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
改
築
す
る
こ
と
自
体
に
異
論
は

な
い
。

し
か
し
、
説
明
を
聞
い
た
市
民
側
か
ら
二
つ
の
ポ
イ
ン

ト
に
質
問
が
集
中
し
た
。
「堰
の
改
築
位
置
を
二
〇
〇

m
上

流
と
す
る
」
「堰
の
型
式
を
現
在
の
固
定
堰
か
ら
可
動
堰
に

す
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
。

質
問
の
内
容
は

①

二
〇
〇

m
上
流
に
建
設
す
る
と
な
る
と
、
自
然
破

壊
の
範
囲
が
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
る
、
自
然
破
壊

を
最
小
に
す
る
た
め
現
在
位
置
で
の
改
築
は
で
き
な

い
の
か
?

②

ミ
オ
筋

(流
路
)
の
変
更
が
少
な
い
場
所
と
い
う

が
、建
設
予
定
地
に
は
自
然
に
で
き
た
中
洲
が
あ
り
、

こ
の
中
州
を
撤
去
す
る
こ
と
は
、
重
大
な
自
然
破
壊

で
は
な
い
か
?

地
域
住
民
を
は
じ
め
、
大
切
に
見

守

っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。

③

是
ま
で
保
全
さ
れ
て
き
た
、
右
岸
の
保
安
林
の
指

定
解
除
手
続
き
は
、
既
に
完
了
し
、
こ
の
部
分
に
工

事
用
の
道
路
を
建
設
す
る
、
こ
の
た
め
、
保
安
林
だ

っ

た
樹
木
六
〇
〇
本
余
り
を
伐
採
す
る
と
言
う
が
、
伐

採
し
て
し
ま

っ
た
ら
、
樹
木
を
再
生
さ
せ
る
た
め
に

は

一
〇
〇
年
単
位
の
時
間
が
必
要
に
な
り
、
自
然
の

生
態
系
に
も
影
響
が
で
る
こ
と
に
な
る
が
、
ど
の
よ

う
な
再
生
、
保
全
を
す
る
つ
も
り
か
?

④

既
設
頭
首
工
の
機
能
を
確
保
し
な
が
ら
改
築
工
事

を
す
る
た
め
に
移
設
す
る
と
言
う
が
、
頭
首
工
の
取

水
期
間
は
五
月
か
ら
八
月
の
四
ヶ
月
で
は
な
い
か
、

残
り
の
八
ヶ
月
で
工
事
す
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
な

の
か
?

分
割
し
た
工
事
は
で
き
な
い
の
か
?

⑤

河
川
法
の
河
川
管
理
施
設
等
構
造
令
第
三
十
七
条

で
治
水
上
の
機
能
確
保
を
求
め
ら
れ
、
こ
れ
を
理
由

に
改
築
す
る
堰
の
型
式
は

「可
動
堰
」
に
す
る
と
言

う
が
、
上
流
部
に
は
五
ヶ
所
の
王
子
製
紙
が
管
理
す

る
ダ
ム
が
あ
る
、
最
も
近
い
ダ
ム
は
頭
首
工
の
上
流

僅
か
三
㎞
程
に
位
置
し
て
い
る
、
こ
の
ダ
ム
で
治
水

対
策
は
充
分
で
は
な
い
か
?

⑥

全
可
動
堰
と
す
る
こ
と
で
、
可
動
扉
門
を
支
え
る

た
め
の
支
柱
、
扉
門
を
巻
き
上
げ
る
た
め
に
流
水
面

上
に
数
棟
の
管
理
棟
等
を
建
設
す
る
こ
と
に
な
る
、

河
川
環
境
の
保
全
に
著
し
い
影
響
が
あ
る
が
、
河
川

環
境
を
配
慮
し
、
既
存
の
固
定
堰
方
式
を
検
討
で
き

な
い
か
?
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こ
の
よ
う
な
活
発
な
意
見
が
多
く
出
さ
れ
、
即
答

に

詰

っ
た
事
業
主
体
側
は
、
意
見
を
持
ち
帰
り
検
討
し
後
日

再
度
住
民
説
明
会
を
開
催
し
回
答
し
た
い
と
し
て
、
第

一

回
目
の
説
明
会
は
終
了
し
た
。

千
歳
の
自
然
保
護
協
会

で
の
検
討

・
自
然
保
護

・
環
境
保
全

人
の
手
を
加
え
ら
れ
ず
残
さ
れ
た
自
然
は
、
理
屈
を
抜

き
に
し
て
、
そ
こ
へ
一
歩
踏
み
込
ん
だ
瞬
間
、
気
持
ち
が

落
ち
着
き
、
清
清
し
い
気
分
に
な
り
、
ほ
っ
と
し
た
安
ら

ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
空
間
で
あ
る
。
蘭
越
地
区

は
ま
さ
に

市
街
地
に
あ
り
な
が
ら
、
他
に
類
の
な
い
貴
重
な
自
然
が

残
さ
れ
た
地
区
で
あ
る
、
こ
れ
は
、
次
世
代

へ
引
き
継
ぐ

責
任
を
負
う
自
然
で
あ
り
、
工
事
に
よ
る
破
壊

か
ら
護
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
新
頭
首
工
の
治
水
に
つ
い
て
の
疑
問

ω

説
明
会
で
は
河
川
管
理
施
設
等
構
造
令
第
三
十
七
条

に
よ
り
、
治
水
を
考
慮
し
新
し
い
堰
の
構
造
は
可
動
堰

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
結
論
さ
れ
た
。
し
か
し
、

三
十
七
条
の
但
し
書
き
に
は

「河
川
の
状
況
、
地
形
の

状
況
等
に
よ
り
治
水
上
の
支
障
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る

と
き
、」
と
言
う

一
節
が
あ
る
、
こ
の
部
分
を
河
川
法
の

他
の
条
文
に
照
ら
し
て
見
る
と
、河
川
法
第
十
六
条
(河

川
整
備
基
本
方
針
)
が
あ
り
そ
の
政
令
第
十
条

(河
川

整
備
基
本
方
針
及
び
河
川
整
備
計
画
に
作
成

の
準
則
)

の
第

一
項
は

「
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害

の
発
生
の

防
止
又
は
軽
減
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
過
去
の

主
要
な
洪
水
、
高
潮
等
及
び
こ
れ
ら
に
よ
る
災
害
の
発

生
の
状
況
並
び
に
災
害
を
防
止
す
べ
き
地
域

の
気
象
、

地
形
、
地
質
、
開
発
の
状
況
等
を
総
合
的
に
考
慮
す
る

こ
と
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
問
題
の
頭
首
工
の
工
事
は
河

川
法
上
は
河
川
工
事
、整
備
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
お
り
、

河
川
整
備
と
は
区
別
さ
れ
る
事
象
に
な
る
が
、

一
方
、

法
律
の
整
合
性
か
ら
言
え
ば
、
法
第
十
六
条
の
政
令
第

十
条
の

「過
去
の
主
要
な
洪
水
に
よ
る
災
害
」
と
あ
る
、

つ
ま
り
、
蘭
越
地
区
の
治
水
に
関
す
る
災
害
が
全
く
発

生
し
た
記
録
が
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
地
区
に
た
い
す

る
配
慮
は
必
要
な
い
の
で
は
な
い
か
?

②

更
に
、
説
明
会
に
於
い
て
、
上
流
部
の
王
子
製
紙
が

管
理
す
る
五
ヶ
所
の
ダ
ム
は
、
そ
の
使
用
目
的
か
ら
治

水
に
は
関
与
し
て
な
い
と
発
言
し
て
い
る
、
し
か
し
、

河
川
法
第
五
十
二
条

(洪
水
調
節
の
た
め
の
指
示
)
が

あ
り
、
ダ
ム
管
理
者
に
対
し
洪
水
調
節
の
指
示
が
出
せ

る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の

説
明
会
等
に
お
い
て
真
偽
を
質
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。

・
事
業
主
体
者
の
説
明

住
民

へ
の
説
明
会
は
河
川
管
理
者

(石
狩
川
開
発
建
設

部
)
の
指
導
に
基
づ
い
て
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容

は

「工
事
概
要
を
説
明
し
、
ご
理
解
願
い
た
い
」
で
あ
る
。

説
明
に
あ
た
る
担
当
者
は
工
事
に
関
す
る
専
門
家
で
は
あ

る
が
、
改
正
河
川
法
等
に
付
い
て
理
解
し
て
な
い
。
改
正

河
川
法
は
平
成
九
年
、
そ
れ
ま
で
の
河
川
法
で
は
、
治
水

と
利
水
制
度
を
法
制
化
し
て
い
た
も
の
に
新
た
に
「環
境
」

を
加
え
た
河
川
法
で
あ
る
。

こ
の
、
改
正
河
川
法
に
環
境
を
加
え
ら
れ
た
経
緯
は
、

景
観
や
生
態
系

の
改
善
、
保
全
の
た
め
の
空
間
と
し
て
の

河
川
の
役
割
に
国
民
の
関
心
が
高
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
国

民
の
要
望
に
答
え
、
か
つ
河
川
の
適
正
な
管
理
の
た
め
、

当
時
の
建
設
省
は
、
一
九
九
六
年
十
二
月
に
出
さ
れ
た
「河

川
環
境
管
理
の
あ
り
方
」
に
関
す
る
河
川
審
議
会
の
答
申

を
受
け
て
、

一
九
九
七
年
六
月
河
川
環
境
が
地
域
社
会
の

生
活
環
境
の
形
成
に
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

河
川
に
つ
い
て
河
川
環
境
管
理
基
本
計
画
を
策
定
す
る
よ

う
河
川
局
長
通
達
を
だ
し
た
。
更
に
、

一
九
九
七

(平
成

九
年
)
六
月
、
河
川
環
境
の
改
善
、
保
全
が
河
川
管
理
の

基
本
課
題

の
ひ
と

つ
と
し
て
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。又

、
河
川
法
第
十
六
-
二
条

(河
川
整
備
計
画
)
四
項

に

「河
川
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
聴
会
の
開
催
等
関
係

住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
、
こ
の
、

一
般
大
衆
の
意

見
を
聞
く
こ
と
と
し
た
背
景
に
は
、
従
来
、
河
川
の
管
理

と
工
事
が
洪
水
対
策
と
水
資
源
開
発
を
中
心
に
行
政
主
導

で
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
と
、
人
々
の
関

心
が
河
川
空
間
利
用
と
環
境
保
全
に
次
第
に
移
り
つ
つ
あ

る
現
状
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
改
正
河
川
法
の
理
解
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
、

住
民
側
か
ら
の
質
問

・
疑
問
に
殆
ん
ど
答
え
ら
れ
な
い
状

況
に
な
っ
て
し
ま
う
。

・
改
築
工
事
の
規
模

第

一
回
の
説
明
会
資
料
に
よ
れ
ば
、
長
沼
町
の
支
配
面

積

(水
田
)
約

一
、
三
四
七
㎞
受
益
農
家

一
四
〇
戸
に
灌

概
用
水
を
供
給
す
る
役
割
を
も
つ
施
設
で
あ
る
。

一
方
、
巷
間
で
噂
と
な

っ
て
い
る
事
業
規
模
は
数
十
億

円
と
言
わ
れ
て
い
る
、
事
業
主
体
に
予
算
規
模
を
質
し
た

中
で
、
事
業
主
体
側
は
、
事
業
費
用
に
つ
い
て
発
表
し
た

事
は
な
い
と
回
答
、
し
か
し
、
噂
さ
れ
て
い
る
予
算
規
模

に
つ
い
て
完
全
否
定
は
し
な
か
っ
た
。

一
般
の
経
済
活
動
で
は
よ
く

「費
用
対
効
果
」
に
つ
い

て
検
討
さ
れ
て
い
る
、
頭
首
工
の
工
事
は
食
料
生
産
に
必

要
な
施
設
の
工
事
で
あ
り
、
即
、
こ
の
費
用
対
効
果
を
当

て
は
め
て
議
論
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
現
在
の
政
府
の

財
政
事
情
と
考
え
合
わ
せ
た
と
き
、
食
料
生
産
に
必
要
な

施
設
の
工
事
と
は
言
え
、
国
家
予
算
を
使
用
す
る
事
業
で
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あ
る
以
上
公
共
事
業
で
あ
る
、
昨
今
話
題
に
な
っ
て
い
る

公
共
事
業
の
規
模
縮
小
に
倣
い
、
最
小
の
費
用
で
最
大
の

効
果
を
目
指
し
た
工
事
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
考
え
方
を
実
現
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
工
事
規
模
が
縮

小
さ
れ
、
ひ
い
て
は
自
然
破
壊
の
範
囲
も
最
小
化
す
る
事

に
繋
が
る
。

・
工
事
の
施
工

こ
れ
ま
で
、
工
事
に
よ
る
自
然
に
与
え
る
負
荷
を
最
小

に
、
ま
た
、
環
境
保
全
の
目
的
か
ら
堰
を
改
築
す
る
場
合

は

「現
在
地
で
固
定
堰
」
と
す
る
よ
う
訴
え

て
き
た
。
こ

れ
は
頭
首
工
本
体
に
付
い
て
の
要
望
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

加
え
、
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
本
体
工
事
の
た
め
の

付
帯
工
事
で
あ
る
。
事
業
主
体
者
は
工
事
区
域
の
直
ぐ
下

流
に
、
千
歳
市
上
水
道
の
取
水
口
が
あ
る
の
で
、
泥
水
の

流
下
を
防
止
す
る
囲
い
を
作
り
、
水
質
汚
濁
を
防
ぐ
と
発

言
し
て
い
る
、
こ
れ
は
是
非
実
施
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ

る
。
説
明
に
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
以
外
に
工

事
資
材
を
搬
入
す
る
た
め
の
仮
設
道
路
も
建
設
、
工
事
事

務
所
の
建
設
等
、
付
帯
工
事
も
可
也
の
規
模
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
、
こ
う
し
た
工
事
全
般
を
監
視
し
て
行
く
事
も

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
回
目
以
降
の
南
長
沼
土
地
改
良
区
の
主
な
発
言

平
成
十
五
年
十
二
月
の
説
明
会
に
て
だ
さ
れ
た
質
問
に

対
し
、

一
旦
持
ち
帰
り
検
討
し
た
い
と
し
た
事
業
主
体
者

側
は
、
そ
の
後
平
成
十
六
年
三
月
に
第
二
回
目

の
説
明
会

を
開
催
し
た
の
に
続
き
数
回
の
説
明
会
を
開
催
、
其
の
都

度
住
民
側
か
ら
の
新
た
な
質
問
、
疑
問
に
答
え

る
よ
う
に

発
言
し
て
き
た
、
こ
の
経
過
を
時
系
列
に
従

い
ま
と
め
る
。

・
平
成
十
六
年
三
月

第

一
回
目
の
説
明
会
に
て
だ
さ
れ
た
、
皆
様

の
自
然
保

護
の
思
い
に
答
え
、
工
事
着
工
を

一
年
延
期
し
、
工
事

範
囲
の
自
然
環
境
調
査
を
、
こ
の
先

一
年
を
か
け
て
実

施
し
ま
す
。

・
平
成
十
六
年
十

一
月

今
回
、
計
画
地
点
河
道
内
に
存
在
す
る
中
州
や
河
岸
の

自
然
樹
木
に
与
え
る
影
響
を
最
小
化
す
る
た
め
に
、
新

し
い
堰
の
築
造
位
置
を
、
当
初
計
画
し
た
二
〇
〇

m
上

流
位
置
か
ら
、
現
在
位
置
を
含
む
四
十

m
以
内
で
検
討

す
る
。
こ
の
た
め
平
成
十
七
年
度
に
入

っ
て
か
ら
、
建

設
予
定
地
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
す
る
。

・
平
成
十
七
年
十
二
月

こ
の
度
、
河
川
管
理
者
に
対
し
、
新
し
い
堰
を
現
在
位

置
で
固
定
堰
の
案
を
申
請
し
、
審
査
を
受
け
る
こ
と
と

し
ま
す
。

千
歳
の
自
然
保
護
協
会

の
ま
と
め
と
今
後

の
取
組

地
元
の
自
然
保
護
団
体
と
し
て
、
蘭
越
地
区
の
自
然
保

護
を
訴
え
る
べ
く
声
を
上
げ
た
が
、
現
地
の
貴
重
な
自
然

環
境
の
調
査
、
ま
た
土
木
工
事
の
専
門
知
識
等
を
持
た
な

い
た
め
、
北
海
道
自
然
保
護
協
会

へ
支
援
を
お
願
い
し
た

り
、
土
木
工
学
の
専
門
家
に
支
援
を
依
頼
す
る
な
ど
し
、

事
業
主
体
者
に
対
す
る
訴
え
を
項
目
ご
と
に
絞
込
み
、
そ

れ
ぞ
れ
要
望
を
提
出
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
平
成
十
七
年

十
二
月

「現
在
地
で
固
定
堰
」
を
引
き
出
す
に
至
っ
た
。

こ
れ
は
、
関
係
各
機
関

へ
の
陳
情
、
意
見
書

の
提
出
、
説

明
会
に
於

い
て
は
、
河
川
法
を
も
と
に
し
て
説
明
の
矛
盾

を
質
す
な
ど
し
た
結
果
が
出
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
時
点
で
は
、
計
画
案
を
申
請
す
る
段
階
で

あ
り
、
こ
れ
か
ら
基
礎
設
計
に
着
手
す
る
状
況
の
た
め
、

決
定
で
は
な
い
も
の
の
、
新
し
い
堰
は
現
在
地
に
な

っ
た

場
合
で
も
、
新
堰
の
中
心
線
は
左
岸
側
に
約
三
十

m
移
動

さ
せ
、
堰
を
挟
ん
だ
上
下
流
部
分
の
流
水
を
直
線
化
さ
せ

る
こ
と
も
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

「現
在
地
で
固
定
堰
」は
、

一
見
自
然
を
保
全
す
る
上
で

訴
え
を
全
面
的
に
認
め
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
流
れ

を
直
線
化
す
る
、
新
堰
に
設
け
ら
れ
る
土
砂
吐
き
水
門
の

構
造
、
工
事
の
施
工
方
法
に
よ

っ
て
は
別
の
自
然
破
壊
が

発
生
す
る
懸
念
等
、
ま
だ
ま
だ
、
注
意
深
く
見
守
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
は
多
く
あ
る
も
の
と
予
想
さ
れ

る
。
今
後
更
に
話
合
い
の
場
を
設
け
、
自
然
保
護
、
環
境

保
全
を
訴
え
て
行
く
必
要
が
あ
る
。
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